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日本産業規格          JIS 
 X 5152：2020 
 

情報配線システムの計画及び施工 

Implementation and operation of customer premises cabling- 

Planning and Installation 

 

序文 

この規格は，2012 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 14763-2 及び Amendment 1:2015 を基とし，我

が国の情報配線システムに関連した法令及び実務の現状に合わせて技術的内容を変更して作成した日本産

業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

情報技術ケーブル基盤によって提供されるサービスは，暖房，照明，電気などのユーティリティ設備と

同様に重要である。サービスの中断は，それらのユーティリティ設備がなくなるのと同等に，重大な影響

が生じる。計画の欠如，不適切な部材の使用，不適切な設置，不適切な管理，又は不適切なサポートによ

って，利用者にサービスが提供できなくなる。 

情報技術配線を正しく敷設するためには，次の四つの段階がある。 

a) 設計 

b) 仕様 ケーブル配線のその計画を含む詳細な要件，安全性及び特定の環境（電磁環境など）に対応す

る収容施設及び関連する建物サービスと品質保証要件とへの適用 

c) 配線 仕様要件に従う。 

d) 運用 ケーブルが配線された後の接続管理，及び伝送性能の維持 

この規格は，情報技術配線の設計仕様，施工及び運用をサポートし，ISO/IEC JTC 1/SC 25 によって開

発された関連する規格に準拠しており，次を含む。 

・ アプリケーション，環境，建物インフラ，施設などに応じた仕様 

・ 品質保証 

・ 用途，環境，建物及び施設に応じた施工計画（経路及びスペースを含む。） 

・ ケーブル施工（経路及びスペースを含む。） 

・ 文書及び管理 

・ 試験 

・ 検査 

・ 運用 

・ 保守性（計画及び施工による影響に基づく。） 

・ 修理性（計画及び施工による影響に基づく。） 

伝送装置の送受信，又はアンテナ（例えば，ワイヤレス，ラジオ，マイクロ波，衛星）については含ま

れない。 


